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(別紙) 

防災訓練の結果の概要 

１．訓練の目的 

本訓練は、核燃料サイクル工学研究所原子力事業者防災業務計画第 2章第

7 節第 1 項及び使用施設保安規定第Ⅰ編第 19 条第 1 項に基づき、原子力防

災組織の機能の有効性を確認するとともに、緊急事態応急対策等の実施にお

ける課題を抽出することで、原子力災害発生時の対応能力の向上に資するこ

とを目的として実施した。 

訓練は特に次の 5項目を重点項目とした。

① 地震発生時及び特定事象（臨界）発生時における機構内関係部署及び

外部関係機関への通報・連絡が適切に行われること。

昨年度の総合訓練の反省事項に係る原災法第 10条通報及び第 25条報

告の発信については、発信すべき事項を的確に抽出し、適切な内容を取

りまとめ、新たに定めた様式（10 月 30 日運用開始）で速やかに行うこ

と。 

② 原子力規制庁 ERC プラント班及び機構対策本部（原子力施設事態即応

センター）との情報共有において、統合原子力防災ネットワークの TV

会議システム（以下「統合 NWTV 会議」という。）が適切に運用できる

こと。 

③ 地震対応から防災体制への移行がスムーズに行われること。

④ 臨界警報吹鳴時の退避、人員点呼、スクリーニングが速やかに行える

こと。

⑤ 臨界事象に対する応急措置が確実に実施できること。

２．実施日時及び対象施設 

（1） 実施日時

平成 29年 11月 27日（月）13：10 ～ 16：30

（2） 対象施設

核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料技術開発センター

プルトニウム燃料第一開発室

３．実施体制、評価体制及び参加人数 

（1） 訓練実施体制

平日勤務時間帯における以下の体制で訓練を実施した。 
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図－１ 実施体制図 

（2） 評価体制

評価は、第三者の視点から課題の抽出を図るため、核燃料サイクル工学

研究所（以下「研究所」という。）及び機構内の他拠点から選出された訓

練モニタ並びに外部有識者（外部機関）により、機構の有する事故対策規

則等に基づく活動について評価する。 

（3） 参加人数

訓練参加者総数：1,714名（コントローラー含む） 

① 現地対策本部  ： 172名 

② その他の研究所内従業員 ：1,498名

③ 機構対策本部  ： 36名 

④ その他 ：  8名（訓練モニタ員） 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

訓練は、警戒事態に該当する地震の発生及び核燃料物質等使用施設におけ

る臨界事象（施設敷地緊急事態、全面緊急事態）を想定した。 

※１　ERC、機構対策本部、核サ研現地対策本
部は統合原子力防災ネットワークシステムを使
用して情報伝達を行う
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＜施設の状況＞ 

プルトニウム燃料技術開発センター（以下「プルセンター」という。）の

プルトニウム燃料第一開発室（以下「プル第一」という。）で、MOX燃料を

製造する準備として、グローブボックス内に据え付けてある還元炉に原料の

MOX粉末（Puと Uの混合酸化物）を装荷すべきところ、誤って二酸化プルト

ニウム（PuO2）の粉末を装荷していたとする。 

＜地震の発生＞ 

 還元炉水冷ジャケットの冷却水を循環させ、還元炉の昇温を開始できる状

態に工程を整えたところで、東海村震度 6 弱の地震(警戒事象)が発生する。 

 現地対策本部長は、大規模地震発生に伴い研究所に防災体制を発令すると

ともに、現地対策本部を設置し、施設の点検を指示する。点検の結果、地震

による研究所内の施設の被害はなかったが、プル第一の地震点検において、

還元炉水冷ジャケットの冷却水流量計に流量低下を確認する。 

＜特定事象の発生＞ 

 地震の揺れで、還元炉内の水冷ジャケットの内筒が損傷、冷却水が還元炉

内に流入し、還元炉内に装荷した二酸化プルトニウム（PuO2）の粉末が浸水

する。その結果、臨界状態となり、プル第一の臨界警報が吹鳴する。 

原子力防災管理者は、プル第一の臨界警報装置の警報吹鳴及び中性子線用

エリアモニタの指示値上昇を確認し、SE06(臨界のおそれ)に該当すると判断

する。 

 原子力防災管理者は、臨界事象の発生に伴う防災体制を発令し、プルセン

ターを発災元とする現地対策本部体制に移行する。プルセンター内の従業員

等は所定の場所に避難するとともに、プル第一の管理区域からの避難者に対

しスクリーニングを行う。所内の従業員等に対しては屋内避難を指示する。 

原子力防災管理者は、施設内の中性子線用エリアモニタの指示値の上昇継

続により、GE06(臨界の継続)に該当すると判断する。 

＜応急措置対策＞ 

 臨界が継続していることから、臨界終息措置の検討を行い、還元炉へ導入

するガス配管を切断し、ポンプにより還元炉内の水抜きを行い臨界を終息さ

せる。還元炉内の水抜きにより、施設内の中性子線用エリアモニタの指示値

は通常値に戻り、臨界は終息する。さらに再臨界防止措置として、グローブ

ボックス内の還元炉の上蓋を開けて直接ホウ酸を投入する。 

スクリーニングにより避難者の中に高線量被ばく者 2名が確認され、緊急

被ばく医療機関での処置のため、公設消防隊の救急車に引き渡し、外部医療

機関に搬送する。 

 



4 

５．防災訓練の項目 

   総合訓練 

 

６．防災訓練の内容 

  以下の項目を組み合わせた総合訓練として実施した。 

（1） 現地対策本部の設営 

① 震度 6弱の地震発生時の対応 

② 防災体制の地震対応から臨界事象対応への移行 

（2） 事象進展状況等の情報収集及び関係箇所への通報連絡 

① プルセンター現場対応班（以下「現場指揮所」という。）と現地対策

本部 

② 現地対策本部と機構内関係部署及び外部関係機関 

（3） 環境モニタリング 

（4） 研究所避難者の避難誘導訓練 

（5） 地震対応  

（6） 臨界対応  

① 臨界発生原因等の特定 

② 臨界終息措置 

③ 再臨界防止措置 

（7） 高線量被ばく者対応 

（8） 外部への要員派遣 

（9） 機構対策本部から ERCへの情報提供 

 

７．防災訓練の結果の概要 

   各訓練項目に対する実施内容と評価を次に示す。 

時系列は添付資料「主な時系列」参照。 

（1） 現地対策本部の設営 

① 震度 6弱の地震発生時の対応 

＜実施内容＞ 

・現地対策本部長は、13時 10分頃に発生した、東海村震度 6弱の地震

は警戒事象に該当すると判断して、研究所に防災体制を発令、現地

対策本部要員を招集し現地対策本部の設置を 13時 13分に宣言した。 

・研究所内の各センター長は、各センター現場対応班を設置した。 

＜評価＞ 

・現地対策本部長は、「事故対策規則」に基づき、現地対策本部を設置

できた。 
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・研究所内の各センター長は、「事故対策規則」に基づき、各センター

現場対応班を設置できた。 

 

② 防災体制の地震対応から臨界事象対応への移行 

＜実施内容＞ 

・現地対策本部長は、現場指揮所からの臨界発生の連絡を受け、特定

事象（臨界事象 SE06）に該当すると判断した。また、防災体制の変

更を指示し、構内放送により防災体制に係る現地対策本部要員の招

集を行った。 

・現地対策本部がプルセンターを発災元とする防災体制に 13 時 43 分

に移行したことにより、プルセンター以外の各センター現場対応班

は、支援体制に移行した。 

＜評価＞ 

・現地対策本部は、「原子力事業者防災業務計画」に基づき、警戒事象

（地震対応）の防災体制から特定事象（臨界事象）の防災体制へ各

対応班を含め混乱することなく移行できた。 

・再処理技術開発センター及び環境技術開発センターは、「事故対策規

則」に基づき、防災体制の移行に伴って、現場対応班を研究所内支

援体制とすることができた。 

 

（2） 事象進展状況等の情報収集及び関係箇所への通報連絡 

① 現場指揮所と現地対策本部 

＜実施内容＞ 

・現場指揮所は、地震発生後の 60分点検(以下「60分点検」という。)

で施設内の被害状況を点検していた作業員より、プル第一管理区域

内の還元炉水冷ジャケットの冷却水流量計の流量が低下している旨

の連絡を受け、現地対策本部に口頭で連絡した。 

・現地対策本部長は、現場指揮所に事態進展等の状況把握を指示し  

た。 

・現場指揮所は、現地対策本部長からの指示を受け、事態進展等の調

査を実施し現地対策本部に報告した。 

・現場指揮所は、13 時 40 分のプル第一の臨界警報の吹鳴と施設内の  

中性子線用エリアモニタの指示値上昇について、13時 41分に現地対

策本部に通報した。 

・原子力防災管理者は、上記内容を確認し、SE06 に該当する事象が発

生したと 13時 43分に判断した。 
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・現場指揮所は、施設内の中性子線用エリアモニタの上昇した指示値

が継続（10 分間）していることを 13 時 52 分に現地対策本部に通報

した。 

・原子力防災管理者は、上昇した指示値の継続を確認し、GE06 に   

該当する事象が発生したと 13時 52分に判断した。 

・現場指揮所は、臨界応急措置として、臨界終息措置、再臨界防止措

置を立案して、現地対策本部に報告した。 

・現場指揮所は、臨界終息措置の実施により、プル第一の中性子線用

エリアモニタの指示値が低下したことを 15 時 19 分に確認し、臨界

が終息したことを現地対策本部に報告した。 

・原子力防災管理者は、中性子線用エリアモニタ指示値の降下が続い

ていることから、15時 19分に臨界終息を判断した。 

＜評価＞ 

・現場指揮所は、「事故対策手順」に基づき、冷却水流量計の流量低下

を現地対策本部に連絡できた。 

・現地対策本部長は、現場指揮所に事態進展等の状況把握を指示でき

た。 

・現場指揮所は現地対策本部長から事態進展等の状況把握の指示を受

け、冷却水の漏れが拡大した場合に想定される事象等の検討状況を

口頭で現地対策本部に伝えたが、現地対策本部では関連設備に関す

る情報が不足していたため、関係者間で内容を十分に理解できず、

共有できなかった。 

〔10.今後の原子力災害対策に向けた改善点＜問題点 1①＞参照〕 

・現場指揮所は「原子力事業者防災業務計画」に基づき、臨界警報吹

鳴と通常と異なる放射線量の上昇について、現地対策本部に通報で

きた。 

・原子力防災管理者は、「原子力事業者防災業務計画」に基づき、臨界

警報吹鳴及び通常と異なる放射線量の上昇について、施設敷地緊急

事態に該当する EAL及び全面緊急事態に該当する EALを判断できた。 

・現場指揮所は、「事故対策手順」に基づき、応急措置対策のための「応

急措置対応指示書」を作成し、現地対策本部に報告できた。 

・現場指揮所は、「事故対策手順」に基づき、臨界終息措置を実施し、

実施後のプル第一の中性子線用エリアモニタの指示値低下を現地対

策本部に報告できた。 

・原子力防災管理者は、現場指揮所からの臨界終息措置作業の終了と

放射線量の低下の報告を確認して、臨界終息を判断できた。 
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② 現地対策本部と機構内関係部署及び外部関係機関 

＜実施内容＞ 

・現地対策本部は、地震発生後の 15分点検（主要な施設の制御室等に

おける異常の検知の有無）結果を 13 時 21 分に、60 分点検（研究所

全施設内の現場確認）結果を 13時 34分に一斉同報ファクシミリ（以

下「F ネット」という。）により関係機関に発信した。また、現場を

確認した 60分点検結果には、プル第一で確認された還元炉水冷ジャ

ケットの冷却水流量低下を記載した。 

・現地対策本部は、原子力防災管理者の 13時 43分の SE06の判断結果

（臨界警報の吹鳴と施設内の中性子線用エリアモニタの指示値変動

の有）を特定事象発生通報（第 10 条通報：第 10 条事象発生）に記

載し、Fネットにより関係機関へ 13時 49分に発信した。 

・現地対策本部は、原子力防災管理者の 13時 52分の GE06の判断結果 

（施設内の中性子線用エリアモニタの指示値上昇・継続）を特定事象

発生通報（第 10 条通報:第 15 条事象発生）に記載し、F ネットによ

り関係機関に 14時 01分に発信した。 

・現地対策本部は、臨界の発生場所と原因及び応急措置対策（臨界終

息措置や再臨界防止措置の内容・状況等）の概要と最新の環境放射

線状況の情報を記載・添付した第 25条報告を、14時 29分から約 30

分間隔で、Fネットにより関係機関に発信（全 6報）した。 

・現地対策本部は事態進展に応じて、機構ホームページ公開用の原稿

を 3回、機構対策本部に送付した。 

＜評価＞ 

・現地対策本部は、「地震発生時の対応について」（研究所通達）に基

づき、各センターの地震発生時の点検結果を取りまとめ、Fネットに

より関係機関に発信できた。 

・現地対策本部は、「原子力事業者防災業務計画」に基づき、特定事象

発生通報（第 10 条通報：第 10 条事象発生）を F ネットにより関係

機関に発信できた。 

・現地対策本部は、「原子力事業者防災業務計画」に基づき、特定事象

発生通報（第 10 条通報：第 15 条事象発生）を F ネットにより関係

機関に発信できた。 

・現地対策本部は、「原子力事業者防災業務計画」に基づき、応急措置

の概要（第 25報告）を Fネットにより関係機関に発信できた。 

・現地対策本部から機構ホームページ公開用の原稿を機構対策本部に

送付できた。 
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（3） 環境モニタリング 

＜実施内容＞ 

・現地対策本部の放管班は、プル第一の臨界警報吹鳴の連絡を受け、

事業所内のモニタリングポストの監視を強化し、15 分間隔で風向、

風速、空間γ線量率の測定結果を現地対策本部に「環境放射線等監

視結果」として報告した。 

・現地対策本部の放管班は、モニタリングカーを出動させ、プル第一

周辺の放射線の測定、空気中放射性物質濃度などの測定を行い、現

地対策本部に報告した。 

＜評価＞ 

・現地対策本部の放管班は、「事故対策規則」に基づき、現地対策本部

に環境放射線等の測定結果を報告できた。 

・現地対策本部の放管班は、「事故対策規則」に基づき、モニタリング

カーの測定結果を現地対策本部に報告できた。 

 

（4） 研究所避難者の避難誘導訓練 

＜実施内容＞ 

・プルセンターの従業員等は、プル第一の臨界警報の吹鳴により、指

定された避難場所に避難するとともに、人員点呼を実施し、現場指

揮所は、人員点呼の結果を現地対策本部に報告した。 

・プル第一の管理区域から避難した従業員等は、指定された避難場所

に避難した後、スクリーニングにより、高線量被ばく者、汚染者及

び負傷者の確認を行った。現場指揮所は、スクリーニング結果を現

地対策本部に報告した。 

・プルセンター以外の研究所内各センター従業員等は、現地対策本部

の総務班からの構内放送により屋内退避、人員点呼を行い、人員点

呼の結果を各センターの現場対応班から現地対策本部に報告した。 

＜評価＞ 

・現場指揮所は、「事故対策手順」に基づき、プルセンターの従業員等

の避難後の人員点呼の結果を現地対策本部に報告できた。 

・現場指揮所は、「事故対策手順」に基づき、プル第一の管理区域から

避難した従業員等のスクリーニングを行い、高線量被ばく者 2 名を

確認し、現地対策本部に報告できた。 

・各センターの現場対応班は、臨界警報吹鳴の構内放送により、屋内

退避、従業員等の人員点呼の結果を現地対策本部に報告できた。 
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（5） 地震対応  

＜実施内容＞ 

・研究所連絡責任者は、東海村震度 6 弱の地震発生を気象庁の地震速

報で 13 時 10 分に確認し、構内放送で従業員等に地震の規模を周知

した。 

・研究所連絡責任者は、地震の揺れが収まった後に、構内放送で施設

点検及び人員点呼を指示した。 

・各センターは、地震発生後の 15分点検、60分点検結果を現地対策本

部に報告した。 

＜評価＞ 

・研究所連絡責任者は、「地震発生時の対応について」（研究所通達）

に基づいて、構内放送で地震情報の周知、施設の点検及び人員点呼

の指示ができた。 

・各センターは、「地震発生時の対応について」（研究所通達）に基づ

き、現地対策本部に点検結果を報告できた。 

 

（6） 臨界対応 

① 臨界発生原因等の特定 

＜実施内容＞ 

・現場指揮所は、プル第一の当日の作業予定、核燃料物質の在庫確認、

臨界警報吹鳴時の管理区域内から避難した従業員等に聞き取り調査

を行い、臨界発生場所と臨界が起きた原因を特定した。 

＜評価＞ 

・現場指揮所は、「事故対策手順」に基づき、臨界警報の吹鳴したプル

第一の従業員等に聞き取り調査等を行った結果、臨界の発生場所と

臨界の発生原因を特定することができた。 

 

② 臨界終息措置 

＜実施内容＞ 

・現場指揮所は、プル第一の還元炉内で発生した臨界を終息する方法

を「臨界終息措置方法検討図」として作成して検討し、作業の迅速

性と容易性の観点及び作業員の被ばくを考慮して作業方法を選択し

た。 

・現場指揮所は、還元炉へ導入するガス配管を切断し、ポンプで還元

炉内の冷却水の水抜きをするための「応急措置対応指示書」を作成

した。 
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・作業は、「緊急作業に従事する原子力防災要員」から選出した 4名の

作業員で、「応急措置対応指示書」に定めた防護装備を装着して実施

した。 

＜評価＞ 

・現場指揮所は「事故対策手順」に基づき、プル第一の還元炉内で発

生した臨界の終息方法を図示して作業の迅速性や容易性の観点等か

ら検討できた。 

・現場指揮所は「事故対策手順」に基づき、プル第一の還元炉内で発

生した臨界の終息方法を検討し、「応急措置対応指示書」を作成でき

た。 

・現地対策本部長は、「原子力事業者防災業務計画」に基づき、緊急作

業に従事する原子力防災要員から作業員を選出し、作業員は、「応急

措置対応指示書」どおり作業ができた。 

 

③ 再臨界防止措置 

＜実施内容＞ 

・現場指揮所は、臨界終息後の再臨界防止措置を検討し、グローブボ

ックス内の還元炉の上蓋を開けて直接ホウ酸を投入する「応急措置

対応指示書」を作成した。また、作業は 4名の作業員が実施した。 

＜評価＞ 

・現場指揮所は「事故対策手順」に基づき、臨界終息後に再臨界防止

措置を実施できた。また、作業は 4 名の作業員で「応急措置対応指

示書」どおり作業することができた。 

  

（7） 高線量被ばく者対応 

＜実施内容＞ 

・現場指揮所は、プル第一の管理区域から避難した従業員等のスクリ

ーニングの後、高線量被ばく者を研究所の救急車で医務棟へ搬送し

た。 

・産業医は、高線量被ばく者の問診を実施した。 

・現地対策本部は、高線量被ばく者について、装着していた線量計か

ら外部被ばく線量を評価し、また、ＷＢＣの測定結果から内部被ば

くの有無を確認した。 

・現地対策本部は、高線量被ばく者について、緊急被ばく医療機関で

の処置のため、医療機関への受け入れ先を茨城県保健福祉部保健予

防課と調整した後、公設消防隊の救急車に引渡し、医療機関に搬送
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（想定）した。 

＜評価＞ 

・現場指揮所は、「事故対策手順」に基づき、プル第一の管理区域から

避難した従業員等のスクリーニングの結果、避難した従業員等に 2

名の高線量被ばく者（身体汚染なし）が確認でき、医務棟へ搬送で

きた。 

・産業医は、高線量被ばく者 2名の問診を実施できた。 

・現地対策本部は、高線量被ばく者の被ばく線量を測定し、2名とも外

部被ばくが 253mSvであること及び内部被ばくがないことを確認でき

た。 

・現地対策本部は、「事故対策規則」に基づき、高線量被ばく者の対応

として、緊急被ばく医療機関等への連絡・調整及び公設消防隊員、

医療機関への情報提供ができた。 

 

（8） 外部への要員派遣 

＜実施内容＞ 

・現地対策本部は、ERCプラント班へリエゾンを 3名派遣し、機構対策

本部からの情報発信と連動した状況説明を実施した。 

・現地対策本部は、茨城県オフサイトセンターへ要員を派遣するため

構内放送で招集を指示し、6名が防災管理棟に参集した（派遣は想定）。 

＜評価＞ 

・現地対策本部は、「原子力事業者防災業務計画」に基づき、ERC プラ

ント班へリエゾンを 3 名派遣できたが、派遣した要員は、自らの役

割を十分に認識した上で対応することができず、積極的な活動がで

きなかった。 

〔10.今後の原子力災害対策に向けた改善点＜問題点 4①＞参照〕 

・現地対策本部は、「原子力事業者防災業務計画」に基づき、茨城県オ

フサイトセンターへの派遣要員を招集できた。 

 

（9） 機構対策本部から ERC への情報提供 

＜実施内容＞ 

・機構本部は、東海村震度 6 弱の地震発生に伴い、機構対策本部を   

13時 14分に設置し、現地対策本部、研究所内各センター及び機構内

拠点（原子力科学研究所、大洗研究開発センター）と機構内 TV会議

を接続し地震点検の状況確認を行った。 

・機構対策本部は、統合 NWTV 会議を ERC プラント班と接続し、ERC 対
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応ブース担当者は、原子力科学研究所、大洗研究開発センター、核

燃料サイクル工学研究所の地震点検結果を ERC プラント班に報告し

た。 

・機構対策本部長は SE06発生の通報を受け、原子力科学研究所、大洗

研究開発センターに支援本部の設置を指示した。 

・機構対策本部は、現地対策本部からの情報を受け、それに基づき  

ERC対応ブース担当者は ERCプラント班へ連絡、説明した。 

・機構対策本部は、現地対策本部からの特定事象発生（SE06及び GE06）

の通報を受けて、ERC 対応ブース担当者から統合 NWTV 会議で ERC プ

ラント班へ連絡、説明した。 

・機構対策本部は、現地対策本部から応急措置の概要（第 25 条報告）

を受けて、ERC対応ブース担当者からその内容を統合 NWTV会議で ERC

プラント班へ連絡、説明した。 

・現地対策本部は、地震発生直後から統合 NWTV会議に参加し、機構対

策本部の ERC 対応ブース担当者をバックアップできるように担当者

を配置した。 

＜評価＞ 

・機構本部は、「機構本部事故対策規則」に基づき、機構対策本部を設

置し、機構内拠点の地震点検の状況確認ができた。 

・機構対策本部は、地震発生時の接続手順に従い、統合 NWTV会議を ERC

プラント班と接続できた。 

・機構対策本部の ERC 対応ブース担当者は、原子力科学研究所、大洗

研究開発センター、核燃料サイクル工学研究所の地震点検結果につ

いて報告できた。 

・機構対策本部は、臨界警報吹鳴の連絡を受け、「機構本部事故対策規

則」に基づき、原子力科学研究所、大洗研究開発センターに支援本

部の設置を指示できた。 

・機構対策本部は、臨界事象等の事態進展に関する情報を入手できな

かったため、EALに関わる事態進展予測の説明ができなかった。 

〔10.今後の原子力災害対策に向けた改善点＜問題点 1②＞参照〕 

・機構対策本部の ERC 対応ブース担当者は、臨界の継続の判断に必要

な中性子線用エリアモニタの指示値（GE06 該当の判断時の値）の情

報が入手できておらず、また、補足説明を受けることもできなかっ

たため、EALに示した臨界の継続の判断（GE06）根拠の説明が的確に

できなかった。 

〔10.今後の原子力災害対策に向けた改善点＜問題点 1③＞参照〕 
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・機構対策本部の ERC対応ブース担当者は、第 25条報告の応急措置対

策の内容を統合 NWTV会議で説明・報告したが、臨界終息措置に係る

対策及び失敗した場合の代替案の質問に十分な対応、応答ができな

かった。 

〔10.今後の原子力災害対策に向けた改善点＜問題点 1④＞参照〕 

・機構対策本部内の体制が有効に機能せず、現地対策本部からの情報

が ERC対応ブース担当者まで速やかに伝達できなかったため、ERCへ

タイムリーに情報共有できなかった。 

〔10.今後の原子力災害対策に向けた改善点＜問題点 2①＞参照〕 

・機構対策本部の ERC 対応ブース担当者は ERC プラント班からの質問

に対して現地対策本部への問い合わせや取りまとめがうまくできず、

速やかに回答できなかった。 

〔10.今後の原子力災害対策に向けた改善点＜問題点 3①＞参照〕 

・現地対策本部の統合 NWTV会議担当者は、ERC プラント班からの質問

に ERC 対応ブース担当者が即答できなかった場合は、バックアップ

することにしていたが、連携不足により対応がうまくできなかった。 

〔10.今後の原子力災害対策に向けた改善点＜問題点 3②＞参照〕 

 

８．過去の訓練を踏まえた改善点の評価 

  昨年度に抽出された問題点を次のように改善し、いずれも有効に機能する

ことを確認した。今後も訓練において状況を確認し、更なる改善を図ってい

く。 

前回の防災訓練（平成 28年 11月 2日）

において抽出された問題点 

課題の分析や改善内容の評価 

（1）原災法第10条通報及び原災法第15

条報告の発信時間は、臨界に係る通報

及び報告については目安とした事象発

生から15分以内に実施できたが、放射

線量に係る通報及び報告は15分以内に

実施できなかった。また、第4報以後の

情報発信において、排気筒モニタの指

示値の上昇原因(放出源情報)、モニタ

リングポストの位置図、高線量被ばく

者等の情報が不足するなどの不備が確

認された。 

（上記（1）は平成 28 年度に抽出され

＜原因＞ 

・昨年度の訓練では、臨界事故と、そ

れに起因する放射線量の上昇、さらに

高線量被ばく者及び負傷者が発生する

事象を想定した。このため短時間に多

くの情報が現地対策本部の情報班長一

人に集中したため、情報班長と情報統

括者、各作業班との間の情報の収集、

集約、活用、確認が有効に実施できな

い状況となった。このため、放射線量

に関する情報(優先度の高い情報)を目

安時間（15分）内に的確に抽出できな
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た問題点 2項目（15 分以内と情報不足）

の原因が同様なため統合して記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）臨界事故に起因した放射線量の上

昇に係る第10条事象(通報)、第15条事

象(報告)の情報発信の際に、先に発信

した臨界事故との関連性を示す情報が

不足していた。 

かった。また、発信すべき情報の項目

や添付資料を的確に整理できなかっ

た。 

 

＜対策＞ 

・情報班長を補佐する要員(管理職クラ

ス)を配置し、各作業班の状況確認や発

信すべき必要な情報の整理等を分担し

て行わせることで、多くの情報が集中

しても、情報班長と情報統括者、各作

業班との間での情報及び認識の共有を

維持し、適切な情報発信が図られるよ

うにした。 

 

＜評価＞ 

・情報班長の補佐が有効に機能したこ

とで、放射線状況等の必要な情報を抽

出し、特定事象発生通報（第 10 条通報：

第 10条事象発生）は事象判断から 6分

後、特定事象発生通報（第 10条通報：

第 15条事象発生）は事象判断から 9分

後と、いずれも15分以内に発信できた。 

・情報班長の補佐が有効に機能し、現

地対策本部は約 30分間隔で、第 25条

報告に臨界の発生場所と原因及び応急

措置対策の概要と最新の環境放射線状

況の情報を記載・添付して Fネットに

より関係機関に情報の発信（全 6報）

ができた。 

【完了】 

 

＜原因＞ 

・放射線量の上昇は臨界に起因したも

のであったが、外部への情報発信の際

に、その旨を「特定事象の把握に参考

となる情報」として記載することにつ
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（3）外部関係機関への通報・連絡文の

送信所要時間(ファクシミリの発信操

作から全ての宛先への配送が完了する

までの時間)が最長で29分を要する事

象があった。 

 

 

 

 

 

 

 

いてルール化されていなかったことに

よる。 

 

＜対策＞ 

・第10条事象及び第15条事象の情報発

信が複数となるような場合は、「対応

中の特定事象に起因するもの」なのか、

「新たな事案の発生を示すもの」なの

か、その区別が分かるような記載を加

えて情報発信することをルール化す

る。そのことについて現地対策本部に

情報発信時の注意事項として表示し周

知を図る。 

 

＜評価＞ 

・現地対策本部からの情報発信は、「対

応中の特定事象に起因するもの」なの

か、「新たな事案の発生を示すもの」

なのか、その区別が分かる特定事象発

生通報及び応急措置の概要の様式を

「原子力事業者防災業務計画」に定め、

情報発信できていることを確認した。 

【完了】 

 

＜原因＞ 

・通信会社への確認を含めて調査した

結果、通信会社が所有する一斉同報フ

ァクシミリサービス用の設備で発生し

た「回線の混雑」による影響であるこ

とが確認された。併せて「29分」とい

う時間は、通信会社が想定している時

間変動の範囲内であることが確認され

たが、利用するサービス内容の詳細に

ついての理解が必ずしも十分ではない

状態で運用していた。 

＜対策＞ 
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（4）応急措置の実施に係る情報発信

(第 6 報、第 7 報)の際に、所定の様式

「応急措置の概要報告(第 25条報告)」

を使用しなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「回線の混雑」は常に発生する可能

性がある、との認識を持ち、一斉同報

ファクシミリ送信先である機構対策本

部にTV会議等を用いて着信状況を確認

する等、送信状況を把握し、遅延を確

認した場合は、ファクシミリの直接送

信や統合原子力防災ネットワークの併

用など、なるべく早く到達する代替手

段により通報・連絡文を送信する。 

 

＜評価＞ 

・今回の訓練では、一斉同報ファクシ

ミリ（Fネット）による送信と ERC等へ

の直接送信を併用し、全 10報の送信を

行った。また、送信は 2 台のファクシ

ミリを用いた。その結果、送信所要時

間は約 3 分と送信時間の短縮を確認し

た。【完了】 

 

＜原因＞ 

・発信する情報の内容に応じた様式の

切り換え(第10条事象(通報)、第15条事

象(報告)、第25条報告(応急措置))が徹

底していなかったことに加え、約1時間

40分の間に7件の外部発信(最短13分間

隔)を行うような状況に対して発信文

書の作成担当者の配置が一人であった

ことから、様式切り替え時の時間ロス

を避けて作成作業の簡略化を図るた

め、既に情報が記載された「特定事象

発生通報(第2報以降)」の様式に新たな

情報を付加して発信し続けたことによ

る。 

 

＜対策＞ 

・発信する情報の内容に応じた様式の



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）現地対策本部コマンド室に設置さ

れた 3 画面の大型スクリーンが、臨界

警報吹鳴時の初期の時系列のコピー画

像を表示したまましばらく切り換わら

ないなど、情報共有に有効に活用され

ていなかった。 

適切な選択について、現地対策本部に

注意事項の表示を設けて周知を図る。

併せて、複数の原災法事象が相次いで

発生した場合は、文書作成の担当者及

び機器を別途複数配置し、「特定事象

発生通報(第2報以降)」の作成の段階か

ら「応急措置の概要報告(第25条報告)」

を同時並行で作成することにより、発

信すべき通報、報告文書を適切な様式

で適時に発信できるようにする。 

 

＜評価＞ 

・上記対策が有効に機能し、特定事象

発生通報や応急措置の概要の作成・報

告を定められた通報様式、報告様式を

用いて発信（全 8 報）できたことを確

認した。 

【完了】 

 

＜原因＞ 

・大型スクリーンの表示は従来、入手

した情報、事象の進展状況について、

情報班長の指示のもとに、その都度適

切な情報を表示するようしていたが、

情報の集中により、表示の切り替えの

指示をタイムリーに行えなかったこ

と、また、指示がない場合にどのよう

な情報を優先させるかが定められてい

なかったことによる。 

 

＜対策＞ 

・大型スクリーンにはPC入力による時

系列の最新情報を常に表示するほか、 

TV会議映像等のリアルタイム情報を優

先的に表示することを標準パターンと

して定めることで、情報班長からの指
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示がなくとも最新情報の表示ができる

ようにした。また、現場の写真や図面

等、事象進展に伴い変化する情報につ

いては、適切なタイミングで表示でき

るように、習熟を図っていく。 

＜評価＞ 

・現地対策本部の情報共有を図るため、

大型スクリーンの３面には、時系列、

発災に係る図面、次の報告書案文の作

成状況などに割り当てて必要な最新情

報を表示できた。 

最新情報を表示することで情報の確

認、共有がタイムリーに行われ、有効

であることが確認できた。【完了】 

 

 

９．総合防災訓練の評価 

９-１ 重点項目の評価 

（1）地震発生時及び特定事象（臨界）発生時における機構内関係部署及び外

部関係機関への通報・連絡が適切に行われること。 

昨年度の総合訓練の反省事項に係る原災法第 10条通報及び第 25条報告

の発信については、発信すべき事項を的確に抽出し、適切な内容を取りま

とめ、新たに定めた様式（10月 30日運用開始）で速やかに行うこと。 

＜評価＞ 

地震発生時及び特定事象（臨界）発生時における通報・連絡は、「7項（2）

②現地対策本部と機構内関係部署及び外部関係機関」に示すとおり適切

に実施することができた。 

 

（2）原子力規制庁 ERC プラント班及び機構対策本部との情報共有において、

統合 NWTV会議が適切に運用できること。 

＜評価＞ 

統合 NWTV 会議を接続して情報の発信、確認のツールとしての運用は、

適切に機能することを確認した。しかし、ERC プラント班との情報共有

においては、「７項（9）機構対策本部から ERCへの情報提供」に示すと

おり、改善すべき事項が抽出、確認された。 
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（3）地震対応から防災体制への移行がスムーズに行われること。 

＜評価＞ 

地震対応から防災体制への移行は、「7 項（1）②防災体制の地震対応か

ら臨界事象対応への移行」に示すとおり、「原子力事業者防災業務計画」

に基づき、地震対応（警戒事象）の防災体制から臨界事象対応（特定事

象）の防災体制へ各対応班を含め混乱することなく移行できた。 

（4）臨界警報吹鳴時の退避、人員点呼、スクリーニングが速やかに行えるこ

と。 

＜評価＞ 

臨界警報吹鳴時の退避、人員点呼、スクリーニングの実施は、「7 項(4)

研究所避難者の避難誘導訓練」に示すとおり、研究所避難者の避難誘導

は、「事故対策規則」及び「事故対策手順」に基づき、構内放送により、

指定場所への避難、屋内退避、人員点呼の確認、スクリーニング等が適

切に実施できることを確認した。 

 

（5）臨界事象に対する応急措置が確実に実施できること。 

＜評価＞ 

・臨界事象に対する応急措置は、「7項(6)臨界対応」に示すとおり、「事故

対策手順」に基づき、臨界の発生場所と原因について従業員等からの聞

き取り調査等により、適切に発生場所及び原因を特定できることを確認

した。 

・臨界終息措置は、「事故対策手順」に基づき、応急措置対策の検討、実施

計画の立案、作業の実施が適切にできることを確認した。 

・再臨界防止措置は、「事故対策手順」に基づき作業計画の検討、作業の実

施が適切にできることを確認した。 

 

９-２ 訓練の全体評価 

   本訓練については、研究所内外の訓練モニタ及び外部有識者の訓練評価

者により評価した結果、計画した訓練に大きな支障はなく、訓練の目的は

次のとおり概ね達成できたことを確認した。 

・現地対策本部及び機構対策本部は、原子力防災組織として有効に機能す

ることを確認できた。また、原子力災害発生時の対応要員の能力の向上

に資する訓練を行うことができた。 

・緊急事態応急対策等の改善のための課題を抽出することができた。 
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10．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

  今回の総合訓練において抽出した改善事項は、現地対策本部と機構対策本

部との情報共有不足及び機構対策本部内での役割分担、要員配置等の体制が

有効に機能しなかったことである。 

 

今回の訓練において抽出された問題点 課題の分析や改善内容の評価 

＜問題点１＞ 

事象に係る事態進展予測、EAL の判断

根拠及び応急措置対策に係る代替案の

情報共有不足 

 

①現場指揮所は現地対策本部長から

事態進展等の状況把握の指示を受け、

冷却水の漏れが拡大した場合に想定

される事象等の検討状況を口頭で現

地対策本部に伝えたが、現地対策本部

では関連設備に関する情報が不足し

ていたため、関係者間で内容を十分に

理解できず、共有できなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

②機構対策本部は、臨界事象等の事態

進展に関する情報を入手できなかっ

たため、EAL に関わる事態進展予測の

説明ができなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜原因＞ 

①現場指揮所から現地対策本部への事

態進展等に関する情報は、口頭での説

明が主体となり、事態の進展予測等に

ついて、視覚的な情報提供をするため

の、わかりやすい事態進展シート等を

整備していなかった。 

 

＜対策＞ 

①通常と異なる設備・機器等の状態が

確認・観察された場合は関連設備への

拡大性を調査し、事象の進展・拡大を

想定できるよう見える化したチェック

シートやフロー図等を整備する。 

 

＜原因＞ 

②EALに基づく該当事象（AL、SE、GE）

の関係をわかりやすく示した資料がな

かった。 

 

＜対策＞ 

②EALに基づく第 10条通報等において

事態進展に伴い想定される EAL該当事

象（AL、SE、GE）の関係が把握し易い

ように EAL一覧シート等を整備する。 

 



21 

 

③機構対策本部の ERC対応ブース担当

者は、臨界の継続の判断に必要な中性

子線用エリアモニタの指示値（GE06該

当の判断時の値）の情報が入手できて

おらず、また、補足説明を受けること

もできなかったため、EAL に示した臨

界の継続の判断（GE06）根拠の説明が

的確にできなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

④機構対策本部の ERC 対応ブース担当

者は、第 25条報告の応急措置対策の内

容を統合 NWTV 会議で説明・報告した

が、臨界終息措置に係る対策及び失敗

した場合の代替案の質問に十分な対

応、応答ができなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問題点２＞ 

機構対策本部の組織体制（役割分担、

要員配置等）の機能不足 

 

①機構対策本部内の体制が有効に機能

せず、現地対策本部からの情報が ERC

＜原因＞ 

③GE該当判断時の判断根拠に関する視

覚的な情報が、指示値が振り切れたト

レンドグラフのみの提供にとどまっ

た。 

 

＜対策＞ 

③EAL の判断根拠には、直近のトレン

ドグラフに加えて視覚的、客観的な情

報（モニタ指示値等）を添付するとと

もに、誤認・誤解を生じないよう、「事

故対策手順」の臨界判断シートの見直

し、追加等、判断根拠を定量的に示す、

見える化に取り組む。 

  

＜原因＞ 

 ④臨界終息措置方法の検討図では、複

数の作業項目のみを検討した内容で、

実施策や代替策に対して作業時間、準

備時間、優先順位等の情報が不足して

いた。 

  

＜対策＞ 

④応急措置対策にあたっては、対策の

方針、実施策、代替策に関わる対策の

具体的な内容、作業の安全性・容易性、

優先順位、準備時間、作業時間等を記

載した対応シートを作成する等、処置

対応の見える化に取り組む。 

 
 

 

 

＜原因＞ 

①-1機構対策本部において現地対策本

部から入手した情報を ERC 対応ブース
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対応ブース担当者まで速やかに伝達で

きなかったため、ERC へタイムリーに

情報共有できなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問題点３＞ 

質問対応体制の連携不足 

 

①機構対策本部の ERC 対応ブース担当

者は ERC プラント班からの質問に対し

て現地対策本部への問い合わせや取り

まとめがうまくできず、速やかに回答

できなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

②現地対策本部の統合 NWTV 会議担当

者は、ERC プラント班からの質問に ERC

対応ブース担当者が即答できなかった

場合は、バックアップすることにして

いたが、連携不足により対応がうまく

できなかった。 

担当者に伝える要員が不足していた。 

①-2機構対策本部要員の活動を定めた

要領がなかったため、役割への理解が

不足し、機構対策本部が有効に機能し

なかった。 

 

＜対策＞ 

①-1 ERC対応ブース担当者に速やかに

情報を共有するための運用体制の見直

し、要員の増員を検討する。 

①-2機構対策本部要員に係る要領書を

整備し、それに基づく教育を実施し、

対応力の向上を図っていく。 

 

 

 

 

＜原因＞ 

①機構対策本部内で ERC対応ブース担

当者を補助する質問管理者や問い合わ

せ対応者等の体制が整っていなかっ

た。 

 

＜対策＞ 

①機構対策本部に現地対策本部への電

話確認スタッフや質問管理者を配置す

る等、質問対応体制を見直す。 

 

 

＜原因＞ 

②機構対策本部の ERC 対応ブース担当

者と、現地対策本部の統合 NWTV会議担

当者の連携に関わるマニュアルが不十

分であった。 
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＜問題点４＞ 

外部派遣要員の認識不足 

 

①現地対策本部は、「原子力事業者防

災業務計画」に基づき、ERC プラント

班へリエゾンを 3 名派遣できたが、派

遣した要員は、自らの役割を十分に認

識した上で対応することができず、積

極的な活動ができなかった。 

 

 

＜対策＞ 

②統合 NWTV会議担当者と ERC対応ブー

ス担当者の役割、実施事項等に関して

機構大でマニュアルを見直す。 

 

 

 

 

＜原因＞ 

①ERCへ派遣されたリエゾンの活動内

容を示した対応マニュアルが整備され

ていなかった。 

 

＜対策＞ 

①リエゾンの役割や対応内容等を示し

たマニュアルを機構として作成して、

積極的な対応が行えるようにする。 

 

 

以 上 



添付資料 

主な時系列 

時 刻 事 象 

13：10 地震発生（警戒事態） 

13：13 現地対策本部設置 

13：14 機構対策本部設置 

13：21 地震発生時の 15分点検結果を Fネットにより関係機関へ発信 

13：24 地震発生後のプル第一放射化学分析室で還元炉水冷ジャケットの冷

却水流量計の流量低下を確認 

13：34 地震発生時の 60分点検結果を Fネットにより関係機関へ発信 

13：40 プル第一にて臨界警報吹鳴 

13：43 プル第一の臨界警報の吹鳴と施設内の中性子線用エリアモニタの指

示値上昇から「臨界のおそれ」と判断（原子力防災管理者） 

防災体制の移行 

13：47 プルセンター従業員等の指定場所への避難完了 

13：49 第 10条通報（SE06：臨界のおそれ）を Fネットにより関係機関へ発

信 

13：52 施設内の中性子線用エリアモニタの指示値の上昇が継続しているこ

とから「臨界の継続」と判断（原子力防災管理者） 

13：56 プル第一の管理区域から避難した従業員のスクリーニングの結果、

高線量被ばく者 2名を確認。研究所救急車を要請。 

14：01 第 15条報告（GE06：臨界の継続）を Fネットにより関係機関へ発信 

14：09 臨界警報吹鳴後の研究所内従業員等の人員点呼終了 不明者なし 

14：29 臨界の発生場所、原因、臨界終息措置検討中の情報を第 25条報告で

Fネットにより関係機関へ発信 

以降、事象の進捗に合わせ約 30 分間隔で全６報の第 25 条報告を発

信（14：29～16：12） 

14：42 高線量被ばく者 2名を公設消防により外部医療機関に搬送（想定） 

15：03 臨界終息措置として「緊急作業に従事する原子力防災要員」4名によ

る、還元炉内の冷却水水抜き作業開始 

15：09 還元炉内の冷却水水抜き作業終了 

15：19 中性子線用エリアモニタ指示値の降下が続いていることから、臨界

終息を判断（原子力防災管理者） 

15：25 中性子線用エリアモニタ、排気モニタ指示値（ガスモニタ）が通常

値に低下 

15：50 再臨界防止措置として、作業員 4 名により還元炉内へホウ酸を投入

し、再臨界防止措置を終了 

16：30 訓練終了 
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